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令 和 ５ 年 ９ 月 １ ３ 日   

 

 通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス 事 業 所  

 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所  

 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所  

  管 理 者   様  

 

  柏 市 長   太  田  和  美  

 

 

   令 和 ６ 年 度 事 業 所 評 価 加 算 の 申 出 に つ い て  

 

 日 頃 か ら ， 本 市 の 保 健 福 祉 行 政 に 御 協 力 を い た だ き あ り が と う ご

ざ い ま す 。  

 令 和 ６ 年 度 事 業 所 評 価 加 算 の 申 出 に つ い て ， 下 記 の と お り 通 知 し

ま す 。  

記  

１  事 業 所 評 価 加 算 に つ い て  

  事 業 所 評 価 加 算 は ， 選 択 的 サ ー ビ ス （ 運 動 器 機 能 向 上 サ ー ビ ス ，

栄 養 改 善 サ ー ビ ス 又 は 口 腔 機 能 向 上 サ ー ビ ス を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 行 う 通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス 及 び 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ

ー シ ョ ン 事 業 所 並 び 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 費 を 算 定 す

る 事 業 所 に つ い て ， 評 価 対 象 期 間 （ 各 年 １ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ３ １

日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お い て ， 利 用 者 の 要 支 援 等 状 態 の 維

持 ・ 改 善 の 割 合 が 一 定 以 上 と な っ た 場 合 に ， 評 価 対 象 期 間 の 翌 年

度 に お け る サ ー ビ ス 提 供 に つ き ， 加 算 を 行 う も の で す 。  

 

２  事 業 所 評 価 加 算 の 主 な 算 定 要 件  

 【 通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス 及 び 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 】  

(1) 事 業 所 評 価 加 算 の 申 出 を し て い る こ と 。  

(2) 評 価 対 象 期 間 に お け る 利 用 実 人 員 数 （ 以 下 「 利 用 実 人 員 数 」

と い う 。 ） が １ ０ 人 以 上 で あ る こ と 。  



(3) 利 用 実 人 員 数 に 占 め る 選 択 的 サ ー ビ ス の 利 用 実 人 員 数 の 割 合

が ０ ． ６ （ ６ ０ ％ ） 以 上 で あ る こ と 。  

(4) 次 の 算 定 式 に よ る 評 価 基 準 値 が ０ ． ７ 以 上 で あ る こ と 。  

 

  評価基準値 ＝         

 

 

 

【 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 】  

(1) 事 業 所 評 価 加 算 の 申 出 を し て い る こ と 。  

(2) 評 価 対 象 期 間 に お け る 利 用 実 人 員 数 （ 以 下 「 利 用 実 人 員 数 」

と い う 。 ） が １ ０ 人 以 上 で あ る こ と 。  

(3) 次 の 算 定 式 に よ る 評 価 基 準 値 が ０ ． ７ 以 上 で あ る こ と 。  

 

  評価基準値 ＝         

 

 

 

３  事 業 所 評 価 加 算 の 算 定 届 出 に 係 る 手 続 き に つ い て  

(1) 算 定 の 申 出 に つ い て  

  事 業 所 評 価 加 算 の 算 定 を 希 望 す る 事 業 所 は ， １ ０ 月 １ ３ 日

（ 必 着 ） ま で に ， 次 項 の 提 出 書 類 を 柏 市 指 導 監 査 課 に 提 出 す る

こ と に よ り ， 算 定 の 申 出 を 行 っ て く だ さ い 。  

  な お ， 既 に 柏 市 に 申 出 を 行 っ て お り 申 出 の 有 無 が 「 有 り 」 と

な っ て い る 事 業 所 は ， 再 度 提 出 の 必 要 は あ り ま せ ん （ 別 添 事 業

所 評 価 加 算 の 申 出 状 況 一 覧 参 照 ） 。  

(2) 提 出 書 類  

 ア  変 更 届 出 書 （ 請 求 に 関 す る 事 項 ）  

 イ  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況

一 覧 表  

４  留 意 事 項  

(1) 算 定 の 申 出 を 行 っ た 事 業 所 に つ き ， 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会

に お い て ， 必 要 な 基 準 を 満 た す か ど う か を 評 価 し ま す 。  

要支援等状態区分の維持者数＋改善者数×２ 

評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を 

３月以上算定し，その後に更新・変更認定を受けた者の数 

要支援等状態区分の維持者数＋改善者数×２ 

評価対象期間内に選択的サービスを３月以上利用し，

その後に更新・変更認定を受けた者の数 



  当 該 基 準 を 満 た さ な い 場 合 に は ， 申 出 を し て い て も 加 算 を 算

定 で き ま せ ん 。  

(2) 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 に よ る 評 価 の 結 果 （ 算 定 の 可 否 ） に

つ い て は ， 翌 年 ２ 月 ご ろ を 目 途 に ， 算 定 の 申 出 を 行 っ た 事 業 所

に 通 知 す る 予 定 で す 。  

５  申 出 等 の 提 出 ・ 問 い 合 わ せ 先  

 柏 市  福 祉 部  指 導 監 査 課  介 護 事 業 者 担 当  

  〒 277-8505 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号  

  電 話 番 号 04-7168-1040（ 直 通 ）  

  メ ー ル ア ド レ ス info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp  

 


